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平成２８年４月１６日

「平成２８年熊本地震対策町村協力本部」の設置について

熊本県熊本地方等を震源とする地震（「平成２８年熊本地震」）

による被災町村等に対する支援、協力を行うため、全国町村会内

に「平成２８年熊本地震対策町村協力本部」を設置する。

１．町村協力本部の役割

(1)「平成２８年熊本地震」の被害状況その他現地の状況について

の情報収集

(2) 政府非常災害対策本部等との連絡調整

(3) 被災町村等に対する支援について、各都道府県町村会等との

連絡調整

(4) 全国知事会、全国市長会との連携

(5) その他必要な対応

２．町村協力本部事務局

東京都千代田区永田町1-11-35 全国町村会事務局内（体制別紙）
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全国町村会は、４月１４日に発生しその後も大規模な余震が続い

ている熊本県熊本地方等を震源とする地震（「平成２８年熊本地震」）

による被災町村等に対し、救援、復旧、復興等の支援を行うため、

本日、「平成２８年熊本地震対策町村協力本部」を設置しました。

協力本部では、政府の非常災害対策本部等との連絡調整を行うと

ともに、各都道府県町村会等と連携し、被災者への速やかな救援及

び被災地域の早期復旧、復興等について最大限の支援と協力を行う

こととしています。



本部長 副本部長 被害状況等の情報収集
（事務総長） （事務局次長２名） 政府との連絡調整

支援物資に係る連絡調整

各都道府県町村会との
連絡調整
庶務

各種情報の収集、提供

「平成２８年熊本地震対策町村協力本部」の

全国町村会事務局体制について

（平成２８年４月１６日現在）

全国町村会「平成２８年熊本地震対策町村協力本部」組織図
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